
苦情受付について 

（1）苦情受付 

 当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ①苦情受付窓口  

  苦情受付担当者：担当介護支援専門員 

  苦情解決責任者：濱川亜季 

 ②受付時間 毎週月曜日から金曜日 9：00～18：00 

 

（2）行政機関その他苦情受付 

浦添市役所 福祉健康部 

    いきいき高齢課 

所 在 地 浦添市安波茶 1 丁目 1 番 1 号 

電話番号 098-876-1291  

ﾌｧｯｸｽ番号 098-876-5011  

受付時間 9：00～17：00(土日祝及び慰霊の日、

年末年始 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く 

沖縄県国民健康保険団体連合会 

所 在 地 那覇市西町 3丁目 14 番 18 号 

電話番号 098-860-9026（電話・FAX 兼用） 

受付時間 9:00～17:00(土日祝及び慰霊の日、

年末年始 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く 

那覇市役所 福祉部 

ちゃーがんじゅう課 

所 在 地 那覇市泉崎 1丁目 1 番 1 号 

電話番号 098-893-9010 

ﾌｧｯｸｽ番号 098-862-9648  

受付時間 9：00～17：00(土日祝及び慰霊の日、

年末年始 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く 

宜野湾市役所 健康推進部 

介護長寿課 

所 在 地 宜野湾市野嵩 1 丁目 1 番 1 号 

電話番号 098-893-4403 

ﾌｧｯｸｽ番号 098-893-4494 

受付時間 9：00～17：00(土日祝及び慰霊の日、

年末年始 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く 

沖縄県介護保険広域連合 

所 在 地 読谷村字比謝矼 55 番地 比謝矼複合

施設 2 階 

電話番号 098-911-7500  

ﾌｧｯｸｽ番号 098-911-7504  

受付時間 9：00～17：00(土日祝及び慰霊の日、

年末年始 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く 

 

 

 事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いた
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⑤事業所の不手際でない場合には、関係者の皆様に 

誤解である旨を伝えて誤解を生じたことをお詫び 

し、今後、誤解を生じないような改善策を実行する。 

事業所内周知 

①原因が事業所にあれば対応策を実行 

②再発防止策を実行 

非常勤・パート・登録等の短時間 

労働者への周知・連絡 

①問題点、改善点の再確認 

②対象労働者の精神的なフォロー 

『苦情』について 

１．介護サービスにおける苦情・事故とは 

事業所において提供する介護サービスに対する利用者とご家族からの不満や改善の要求，被害の訴え，契約

違反に 対する損害賠償の請求等をいう。利用者へのサービスの提供にあたっては、どんな些細な事柄でも見

落とさず、細心の注意を払う必要がある。 

 

２． 苦情・事故の経路と対応処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※必要に応じて会議を開催し、事例検討等を行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．記録 

苦情の受け付けから対応方法及びその後の状況までの全過程を事業所の規定の様式に記録し、その原因・対処

方法・その後の状況を明確にすると共に、常にその確認ができるようにしておく。 

なお、この記録は、少なくとも５年以上の期間保存するものとする。 

①介護職員・看護職員・ケアマネジャー・利用者とご家族・行政等関係機関・その他 

②苦情の受け入れ（来所・電話・手紙・投書・訪問時・サービス提供時・その他） 

③苦情受付・記録担当者○○が事業所責任者○○に報告 

④苦情受付・記録担当者○○及び事業所責任者○○が、事実関係の確認・調査と対応方法について検討する。 

⑤事業所の不手際である場合には、迅速に改善策を立

て、必要であれば全従業員に周知して関係者の皆様に

お詫びをし、改善策を実行する。 

（※苦情を申し出られた当日中に先方に電話して訪問

のアポを取る。そして、訪問先で事実の報告と今後の

改善・対応方法を報告し深くお詫びをする。） 

⑥苦情受付・記録担当者が全過程を記録し、今後同じような問題が起こらないように適宜確認を行うようにする。 

⑦苦情受付・記録担当者は当日中に報告書を作成し、その報告書を基に事業主に報告する。 

【会議】 

①原因と結果の明確化／②責任の所在と内容の明確化／③具体的な対応策の立案／ 

④具体的な再発防止策の立案／⑤今後の対応方法等について事業主○○への報告をまとめる。 
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